
資料１

全体のスケジュール（案）

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

庁内検討委
員会 ● ● ●

教育委員会 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

総合教育会
議

● ● ● ● ● ● ● ●

審議会 ● ● ● ● ● ● ●

●

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

2019年度（H31） 2020年度（H32） 2021年度（H33） 2022年度(H34)

2022年度(H34)

取組項目

2018年度（H30） 2019年度（H31） 2020年度（H32） 2021年度（H33）

2018年度（H30）

基本方針の策定

実施計画の策定

適正配置の実施

会
議
の
開
催

議会への対応

実施計画(案)関係基本方針関係

●
計
画
案
の
決
定

●
案
の
決
定

●方針の決定

保護者・地域

意見交換会

素案の作成
(教育部内)

案の検討・調整

パブコメ

案の検討・調整

必要に応じて計画案を調整し

地域の理解を得て地域別に実施計画として決定

地域（保護者・住民）への説明と協議 協議を継続

必要に応じて計画案を調整し

地域の理解を得て地域別に実施計画として決定

実施計画を決定した地域から実施に向けて

細部の調整 （施設、スクールバス等について）

●条例改正

実施に向けた準備

県教育委員会との協議

適
正
配
置
の
実
施

地域別の実施計画の決定にあたり開催する

必要に応じて開催する

必要に応じて定例会等において協議・審議を行う

必要に応じて開催する

必要に応じて対応する

適正配置の

実施は2023

年度以降

素案の作成
(教育部内)

決定 決定
●●

●

●
●

●
●

幹事会 幹事会

●

案の

最終調整

●
●

幹事会

●
●

幹事会

●
●

幹事会

●
全協 全協 全協 全協

理解が得られない地域について

●

●

●

●

（平成31年１月10日現在）


